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行
財
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対
応

し
、
町
民
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
る
こ
と

の
で
き
る
行
政
運
営
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

は
じ
め
に

　

本
町
で
は
、
経
済
の
低
迷
が
続
く
中
で
、

町
政
運
営
の
基
盤
で
あ
る
財
政
の
健
全
化

や
、
事
務
運
営
の
改
善
な
ど
、
行
財
政
運
営

の
簡
素
・
効
率
化
を
進
め
、
行
財
政
基
盤
の

強
化
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　

昭
和
六
〇
年
度
並
び
に
平
成
八
年
度
に

は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
や
多
様
化
す
る

町
民
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
的
確
に
対
応
で
き

る
行
政
組
織
へ
の
転
換
、
地
方
分
権
の
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
開
か
れ
た
町
政
の
実
現
を
目

指
し
、
よ
り
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
機
構
を

構
築
し
、
時
代
の
要
請
に
あ
っ
た
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
町
民
に
提
供
す
る
た
め
行
政
改
革
大

綱
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
実
施
計
画
に

よ
り
民
間
有
識
者
等
で
構
成
さ
れ
る
「
行
政

改
革
懇
談
会
」
の
意
見
を
反
映
し
つ
つ
改
革

に
努
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
間
、
簡
素
に
し
て
効
率
的
な
行
政
シ

ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
た
五
部
制
か
ら
三

部
制
へ
の
移
行
、
は
が
き
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
る
町
へ
の
提
案
、
行
政
手
続
及
び
情

報
公
開
の
導
入
等
に
よ
る
開
か
れ
た
行
政
の

推
進
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
等
を
含
め
た
事

務
事
業
の
見
直
し
、
定
員
削
減
に
よ
る
人
件

費
の
節
減
や
、
合
理
化
な
ど
を
図
り
つ
つ
行

政
運
営
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
平
成
十
六
年
十
二
月

に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
今
後
の
行
政
改
革
の

方
針
」
を
受
け
て
、
地
方
公
共
団
体
が
計
画

的
な
改
革
を
推
進
す
る「
集
中
改
革
プ
ラ
ン
」

を
策
定
し
、
公
表
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
分
権
型
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
転
換

が
求
め
ら
れ
て
い
る
今
日
、
人
口
減
少
時
代

の
到
来
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
高
度
化
・
多
様
化
、

健
康
保
険
法
等
の
社
会
保
障
制
度
の
改
正
、

次
世
代
育
成
支
援
法
制
定
や
三
位
一
体
改
革

に
よ
る
税
源
移
譲
等
の
動
向
な
ど
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
に
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
一

層
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
を
改
め
て
認
識
し
、
更
な

る
改
革
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り

ま
す
。

基
本
方
針

（
１
）分
か
り
や
す
く
親
切
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
提
供

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
は
、
町
民
の
た
め
に
行
う

も
の
で
す
か
ら
、
実
施
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を

含
め
透
明
性
が
高
く
町
民
に
分
か
り
や
す
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
に
、
町
民
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に

把
握
し
、
施
策
に
い
ち
早
く
反
映
す
る
仕
組

み
づ
く
り
や
、
公
平
で
公
正
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
迅
速
か
つ
効
率
的
に
提
供
す
る
職
員
の

育
成
を
目
指
し
ま
す
。

（
２
）最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
上
げ
る

行
政
運
営

　

財
政
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
一
層
厳
し
さ

を
増
し
て
い
ま
す
が
、
少
子
高
齢
社
会
に
よ

る
新
た
な
行
政
課
題
へ
の
取
組
み
な
ど
、
喫

緊
な
課
題
が
山
積
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

限
ら
れ
た
財
源
を
最
大
限
に
有
効
活
用

し
、
よ
り
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
た
め
に
「
コ
ス
ト
意
識
」
を
持
っ
た
行

政
運
営
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
の
達
成
度
・
成
果
重
視
の
視

点
か
ら
、
効
率
的
・
効
果
的
な
行
政
運
営
の

構
築
を
目
指
し
ま
す
。

（
３
）町
民
と
行
政
の
協
力
関
係
の
推
進

　

個
性
的
で
か
つ
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
い
く
た
め
に
、
町
民
と
行
政
と
の
連

携
、
協
力
関
係
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。

　

町
民
と
行
政
が
協
働
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
情
報
の
公
開
と
提

供
を
進
め
、
行
政
に
関
す
る
情
報
や
考
え
方

を
積
極
的
か
つ
分
か
り
や
す
く
町
民
に
説
明

し
、
行
政
情
報
の
住
民
と
の
共
有
化
に
努

め
、
行
政
へ
の
関
心
を
高
め
る
と
と
も
に
、

行
政
運
営
へ
の
参
画
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
。

　

町
民
と
行
政
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、

町
民
と
協
働
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
目

指
し
ま
す
。

行
政
改
革
推
進
の
視
点

　

先
に
掲
げ
た
三
つ
の
基
本
方
針
を
達
成
す

る
た
め
に
、五
つ
の
視
点
で
改
革
を
行
い
ま
す
。

（
１
）事
業
の
見
直
し

　

少
子
高
齢
化
の
進
行
と
い
う
時
代
の 
趨  
勢 

す
う 
せ
い

の
下
で
、
福
祉
、
環
境
、
教
育
問
題
な
ど

様
々
な
課
題
に
つ
い
て
町
民
の
意
識
が
高
ま

る
中
、
複
雑
化
・
多
様
化
す
る
町
民
ニ
ー
ズ

に
対
し
的
確
な
対
応
が
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

従
来
か
ら
地
域
で
は
、
多
く
の
住
民
や
団

体
に
よ
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
は
じ
め

様
々
な
町
民
活
動
が
行
わ
れ
る
中
で
、
住
民

と
行
政
と
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す

る
組
織
で
あ
る
「
ま
ち
づ
く
り
協
会
」
は
、

平
成
十
六
年
二
月
に
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
な

り
、
協
働
活
動
の
中
核
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

行
政
が
行
う
べ
き
事
業
か
否
か
を
十
分
に

検
討
し
、
民
間
に
任
せ
た
方
が
効
果
的
で
あ

る
サ
ー
ビ
ス
は
民
間
に
委
ね
る
な
ど
業
務
の

見
直
し
や
、
電
子
自
治
体
の
推
進
等
に
よ
り

事
業
の
見
直
し
を
図
り
ま
す
。

◆
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
事
業
へ
の

反
映

◆
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
）
を
活
用

行
政
改
革
大
綱（
第
三
次
）を
策
定
し
ま
し
た

行
政
改
革
大
綱（
第
三
次
）を
策
定
し
ま
し
た



５

し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
推
進

◆
指
定
管
理
者
制
度
の
活
用
な
ど
効
果
的
な

施
設
の
管
理
・
運
営

◆
業
務
の
性
質
や
費
用
対
効
果
等
を
含
め
委

託
の
必
要
性
の
検
討
と
委
託
化
の
推
進

◆
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
の
推
進

◆
入
札
や
契
約
制
度
に
お
け
る
一
層
の
競
争

性
、透
明
性
、公
正
性
の
確
保
と
そ
の
改
善

（
２
）財
政
の
健
全
化

　

国
や
地
方
の
財
政
状
況
は
今
後
も
厳
し
い

状
況
が
続
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
将
来
の
世
代
に
過
大
な
負
担
を
残
さ
な

い
健
全
な
財
政
基
盤
の
確
立
が
必
要
で
す
。

　

中
期
財
政
見
通
し
を
測
り
つ
つ
計
画
的
な

財
政
運
営
に
努
め
る
と
と
も
に
、
経
費
の
徹

底
し
た
削
減
や
負
担
の
公
平
、
補
助
金
の
見

直
し
等
に
よ
り
財
政
の
健
全
化
を
図
り
ま

す
。

◆
町
税
等
の
自
主
財
源
の
適
正
な
確
保
と
新

た
な
財
源
確
保
施
策
の
導
入

◆
受
益
者
負
担
に
基
づ
く
負
担
の
公
平
性
の

確
保

◆
補
助
金
等
の
適
正
化

◆
経
常
的
経
費
の
節
減
、
支
出
の
抑
制

◆
財
政
状
況
の
積
極
的
な
情
報
提
供

（
３
）人
材
育
成
の
推
進
と
給
与
・
定
員
の
適

正
化

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
の
も
提
供
す
る

の
も
「
人
」
で
あ
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
向

上
さ
せ
る
に
は
こ
れ
を
行
う
職
員
の
能
力
開

発
や
人
材
育
成
が
必
要
で
す
。

　

職
員
一
人
ひ
と
り
が
行
政
改
革
の
担
い
手

で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
取
り
組
む
た

め
、
意
識
改
革
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
職

員
の
や
る
気
や
や
り
が
い
と
い
っ
た
面
に
も

目
を
向
け
て
、
能
力
や
業
績
に
応
じ
た
昇
任

昇
格
・
給
与
制
度
や
、
意
欲
的
で
行
動
力
の

あ
る
職
員
の
育
成
、
適
正
な
職
員
配
置
等
に

よ
り
職
場
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

◆
能
力
や
業
績
の
適
正
な
評
価
と
効
果
的
な

活
用

◆
計
画
的
な
研
修
の
実
施

◆
親
切
な
対
応
と
接
遇
マ
ナ
ー
の
向
上

◆
定
員
及
び
給
与
の
適
正
化
の
推
進

（
４
）時
代
に
即
応
し
た
組
織
・
機
構
の
見
直
し

　
「
人
・
物
・
金
・
情
報
」
と
い
わ
れ
る
行
政

資
源
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
効
率
よ
く
活
用

す
る
し
く
み
が
な
け
れ
ば
質
の
高
い
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
ま
せ
ん
。

　

常
に
社
会
環
境
や
行
政
需
要
の
変
化
に
対

応
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整

備
、
住
民
に
親
し
ま
れ
分
か
り
や
す
く
、
し

か
も
円
滑
で
合
理
的
な
組
織
体
制
の
構
築
を

目
指
し
ま
す
。

◆
意
思
形
成
過
程
が
簡
素
で
合
理
的
な
組
織

の
編
成

◆
危
機
管
理
体
制
の
整
備

（
５
）開
か
れ
た
行
政
と
協
働
の
推
進

　

行
政
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
、
町
民
の

理
解
や
協
力
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
町
民
の

目
線
で
事
業
評
価
を
行
う
こ
と
や
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
町
民
の
満
足
度

の
向
上
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

町
民
と
協
働
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

い
く
た
め
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な

ど
に
よ
る
主
体
的
な
町
民
活
動
を
育
成
支
援

す
る
と
と
も
に
、
町
民
の
意
見
を
行
政
に
反

映
さ
せ
る
制
度
の
充
実
や
、
情
報
提
供
・
情

報
公
開
を
進
め
つ
つ
町
民
参
画
の
推
進
を
図

り
ま
す
。

◆
情
報
提
供
の
充
実
、
情
報
公
開
の
推
進

◆
意
思
決
定
へ
の
町
民
参
加

◆
協
働
へ
の
支
援
・
仕
組
み
づ
く
り

改
革
の
期
間

　

行
政
改
革
の
推
進
期
間
は
、
平
成
十
七
年

度
か
ら
平
成
二
一
年
度
ま
で
の
五
年
間
を
設

置
し
、
着
実
な
行
政
改
革
の
展
開
を
図
り
ま

す
。推

進
体
制
等

（
１
）具
体
的
な
取
組
み
項
目

　

行
政
改
革
大
綱
の
目
標
の
実
現
に
向
け

て
、
具
体
的
な
取
組
み
と
実
施
年
度
を
明
ら

か
に
し
た
「
葉
山
町
行
政
改
革
大
綱
実
施
計

画（
集
中
改
革
プ
ラ
ン
）」を
策
定
し
、計
画
的

に
行
政
改
革
の
推
進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

（
２
）推
進
体
制

　

全
庁
的
な
行
政
改
革
の
取
組
み
や
進
行
管

理
は
、「
葉
山
町
行
政
改
革
推
進
本
部
」
に
お

い
て
行
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
進
捗
状
況
等
を
町
民
代
表
等
か

ら
構
成
さ
れ
る「
葉
山
町
行
政
改
革
懇
談
会
」

へ
適
時
報
告
し
、
意
見
や
提
言
を
求
め
る
と

と
も
に
、
広
報
等
に
よ
り
町
民
に
公
表
し
て

い
き
ま
す
。

　

な
お
、
行
政
改
革
大
綱
の
目
標
の
実
現
に

向
け
て
、
具
体
的
な
取
組
み
と
実
施
年
度
を

明
ら
か
に
し
た
葉
山
町
行
政
改
革
大
綱
実
施

計
画
（
集
中
改
革
プ
ラ
ン
）
は
、
役
場
情
報

コ
ー
ナ
ー
及
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し

て
い
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課

　

�
内
線
三
一
二
・
三
一
五

お
知
ら
せ

２月１４日に葉山町行政改革懇談会の正副会長より、葉山町行政
改革大綱（第３次）と葉山町行政改革大綱実施計画（集中改革プ
ラン）に対する意見書が提出されました。
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　介護保険制度は、老後生活最大の不安要因ともなっている介護を、社会全体で支えあっていくことを目的としてい
ます。制度の施行から5年を経て、できる限り住み慣れた地域や居宅で生活が営めるよう、予防重視型サービスの充
実が図られました。
問合せ　福祉課　�内線231～233

非該当 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

◆今までの認定

非該当 要支援１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
要介護１

要支援２

◆これからの認定と利用できるサービス

　浄化槽を適正に維持管理するため

に、次の３点が法律（浄化槽法）で定

められています。

１　清　掃　

　浄化槽の浄化能力を維持するために

毎年１回清掃しましょう。（全バッキ

型浄化槽はおおむね６ヶ月に１回）

●清掃の申込み

　次の業者へ申込みください。

葉山興業　�８７５－０６４３

　木古庭・堀内・長柄地区

葉山衛生社　�８７５－３０７５

　上山口・下山口・一色地区　　　

※清掃の際は立会いをお願いします。

立ち会い後、「清掃連絡票」を確認

し、押印してください。

※清掃手数料の支払いは、翌月に送付

される「納入通知書」でお支払いく

ださい。

問合せ　環境課　�内線２２３

２　保守点検　

　家庭用浄化槽は３～４ヶ月に１回の

保守点検が必要です。業者に委託する

場合は、県登録業者へ申込みください。

問合せ　鎌倉保健福祉事務所

　�０４６７－２４－３９００　内線２６２

３　法定検査　

　浄化槽を使い始めてから６ヶ月後、

その後は、１年に１回検査を受けるこ

とが必要です。

申込み・問合せ　

　（社）県生活水保全協会検査センター

　�０４６７－２５－３５４２

浄化槽の適正な維持管理をお願いします

介 護 給 付
（これまでの介護保険事業のこと

で、改正後は要介護１以上の人が

利用できます。）

予 防 給 付
（要支援認定者（軽度）が重度化す

ることを予防する事業）

地域支援事業
（要支援・要介護とならないための

介護予防）

一般高齢者施策
元気な一般高齢者への啓発事業など

特定高齢者施策
虚弱高齢者への予防事業

運動器の機能向上

口腔機能の向上

栄養改善事業

在宅サービス
訪問系サービス

通所系サービス　など

地域密着型サービス
介護予防認知症対応型通所介護

など

在宅サービス
訪問系サービス
通所系サービス　など

施設サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設　など

地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護　など

〇（介護保険認定調査員）
内容　介護保険認定調査の実施及び関
連事務

資格　次のいずれかの有資格者か講習

修了者で、普通自動車免許所持者
※保健師、看護師、准看護師、社会福
祉士、介護福祉士、ケアマネー
ジャー（平成１７年度受講者可）、ホー
ムヘルパー１級・２級

受付期間　４月３日（月）～１２日（水）

試験日　４月２０日（木）
採用期日　平成１８年５月１日（月）
申込み・問合せ　４月３日（月）から配
布する申込書に必要事項を記入し
て、本人が持参
　福祉課　�内線２３１～２３３

町非常勤嘱託員
（介護保険認定調査員）募集




